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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

（所管事務調査） 環 境 課

川内クリーンセンター

議案第９３号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 市 民 課

（所管事務調査） 

議案第９３号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 市 民 健 康 課

議案第９５号 平成２５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算 

（所管事務調査） 

議案第８４号 薩摩川内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 保 険 年 金 課

陳情第 ５ 号 年金２．５％の削減中止を求める意見書提出についての陳情 （ 税 務 課 ）

（所管事務調査） （ 収 納 課 ）

議案第９３号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 障 害 ・ 社 会 福 祉 課

（所管事務調査） 

（所管事務調査） 高 齢 ・ 介 護 福 祉 課

議案第９３号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 福 祉 課

（所管事務調査） 

議案第９３号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 子 育 て 支 援 課

（所管事務調査） 
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   △開  会 

○委員長（江口是彦）ただいまから市民福祉委

員会を開会いたします。本日は、お手元に配付し

ております審査日程により審査を進めたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 なお、環境課と川内クリーンセンターについて

は、同時に審査を行います。 

永山委員、着席であります。 

また、当局においては、４月に人事異動があり

ましたので、各課の説明の冒頭に異動者の紹介を

いただきたいと思いますので、御了承願います。 

 ここで、お一人から傍聴の申し出がありますの

で、これを許可します。なお、会議の途中で追加

の申し出がある場合にも、委員長において随時許

可いたします。 

────────────── 

△市民福祉部長の概要説明 

○委員長（江口是彦）それでは、各課の審査に

入ります。まず、市民福祉部長に概要説明をお願

いします。 

○市民福祉部長（春田修一）皆さんおはようご

ざいます。４月１日付の異動によりまして、市民

福祉部長を拝命しました春田でございます。どう

かよろしくお願いいたします。 

 まだ３カ月経たない状況でございますが、この

間に風疹の問題、あるいは子宮頸がんの問題とい

うような形で予想しなかったような－突発的と

いうわけじゃないんですが－対応を迫られる部

分等が出てまいりまして、憔悴の状態でございま

すが、できる限り市民福祉向上のために頑張って

いきたいと思っておりますので、どうか皆さんよ

ろしくお願いいたします。それでは、座って説明

させていただきます。 

 まず、議案第８４号でございますが、薩摩川内

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定でございます。これは所管は税務課になるとこ

ろでございますが、市民福祉委員会の中で説明さ

せていただきたいと思います。内容につきまして

は、東日本大震災関連の課税の特例が租税特別措

置法に定められたために改正するものでございま

す。 

 そのほか、議案第９３号では、一般会計補正予

算並びに議案第９５号の国民健康保険直営診療施

設勘定特別会計補正予算におきまして、５つの課

に関連する補正予算がございます。この内容につ

きましては、県の特定離島ふるさとおこし推進事

業の内示によるもののほか、国県事業の採択等に

より計上させていただいたものでございます。以

上が、簡単ではございますが、議案の概要でござ

います。 

 また、市民福祉委員会資料に基づいて報告を予

定しております。詳細につきましては、それぞれ

の担当課長に説明させていただきたいと思います

ので、よろしく御審議賜わりますようお願い申し

上げます。 

────────────── 

△環境課・川内クリーンセンターの審査 

○委員長（江口是彦）それでは、環境課及び川

内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（江口是彦）付託された議案はありま

せんので、所管事務調査を行います。当局の説明

を求めます。 

○環境課長（寺園良介）おはようございます。

４月１日付の異動で、一人、交代がありましたの

で、紹介いたします。環境課の生活環境グループ

長ということで、観光シティセールス課から芹ヶ

野がまいりました。よろしくお願いいたします。 

○環境課生活環境グループ長（芹ヶ野直美）

おはようございます。芹ヶ野です。よろしくお願

いします。 

○環境課長（寺園良介）それでは、所管事務調

査ということで、市民福祉委員会資料に基づきま

して説明させていただきたいと思います。 

 市民福祉委員会資料の３ページでございます。

微小粒子状物質、通常ＰＭ２．５といって、皆様

も御存じだと思うんですけども、新聞をちょっと

にぎわせていたものについて報告をしておきたい

というふうに思います。 

 まず、ＰＭ２．５の定義でございますけれども、

大気中に浮遊する粒径が２．５マイクロメーター

以下の小さな粒子状物質の総称でございます。特

定の化学物質を指すものではございません。１マ

- 3 - 

 



イクロメーターというのは、１ミリメーターの

１，０００分の１、マイクロが１００分の１です

から、１ミリメーターの１，０００分の１で、２．

５マイクロメーターというのは、髪の毛の太さの

３０分の１程度ということでございます。 

 ２番目が、環境基準でございますけれども、

１年の平均値が１５マイクログラム／立米

（５ページの発言により訂正済み）以下、１年間

の長期暴露という形で、こういう環境基準が設け

られております。かつ１日の平均値が３５マイク

ログラム／立米（５ページの発言により訂正済

み）以下であること、これも１マイクログラムと

いうのは１ミリグラムの１，０００分の１という

ことでございます。これは平成２１年の９月に環

境省が設定したものでございまして、１時間値に

関する基準はございません。１日と１年という形

で、長期暴露と短期暴露があった場合は、健康に

影響があるのではないかということになっており

ます。 

 環境基準というのを解説してありますけれども、

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で、維

持されることが望ましい基準ということで定めら

れておりまして、この超過がすぐに健康被害に結

びつくものではないというものでございます。 

 ３番目が、発生の要因でございますけれども、

まず、発生源から直接、排出されます一次粒子と、

それから大気中で光化学反応によりガス状の物質

が粒子化する二次粒子の２種類がございます。 

 まず、一次粒子の発生源といたしましては、工

場、それから事業所からの排出されるばい煙、そ

れからディーゼル自動車の排気ガスといった人為

的なものと、それから土壌、それから海の塩、こ

の粒子、それから火山の噴煙等の自然的なものに

大別されます。新聞等をにぎわしておるのは、そ

の後の最近で言うところの大陸からの移流による

国内への影響、これが指摘されているということ

でございます。 

 ４番目が、健康への影響でございますけれども、

粒径が２．５マイクロメーター以下ということで、

非常に小さいので、肺の奥のほうまで入りやすく

て、肺がんや呼吸器系への影響に加えて、循環器

系への影響が懸念されているということでござい

ます。注意情報の発表でございますけども、まず、

監視体制でございます。県内には１７箇所の大気

測定局がございますけれども、ＰＭ２．５の測定

が行われているのは、右の表の中の８カ所でござ

います。ＰＭ２．５を含む大気汚染物質の測定

データにつきましては、鹿児島県の大気環境状況

というウエブサイトで、ほとんど速報値で公開を

されておるところでございます。 

 ４ページをお開きください。この測定というの

は、大気汚染防止法の規定に基づく常時監視とい

う形で行われているもので、決して大陸からの越

境汚染を監視することが目的ではございません。

これにつきましては、大気汚染防止法を所管する

ところの県と鹿児島市、中核市ということで、測

定の義務があるということで、測定局が設けられ

ているということでございます。 

 それから、注意情報発表の基準ですけれども、

県内の８測定局のいずれかで、午前５時、６時、

７時の１時間値の平均値－朝の３時間平均とい

っているんですけれども－これが８５マイクロ

グラム／立米（５ページの発言により訂正済み）

を超過した場合は、１日の平均値が７０マイクロ

グラム／立米（５ページの発言により訂正済み）

－この７０マイクログラム／立米（５ページの

発言により訂正済み）が、国が暫定で指針値、基

準値をつくったものでございますけれども－こ

れを超えることが予想されるということで、鹿児

島県が午前８時に県下全域を対象に注意情報を発

表するという形になっています。 

 発表された後、県内全ての測定局で１時間値が

５０マイクログラム／立米（５ページの発言によ

り訂正済み）以下となった場合は、いわゆる注意

情報の解除という形になります。これは県のほう

で、ことしの３月８日に発表要領を策定されまし

て、翌日から運用を開始しておりますけれども、

いまだかつて注意情報が発表されたことはござい

ません。注意情報の内容、これはあくまでも法律

に基づくものではないので、強制力を伴うもので

はないんですけれども、まず、不要不急の外出を

できるだけ減らすと。それから、屋外での長時間

の激しい運動をできるだけ減らすと。それから、

換気や窓の開閉を必要最小限にすることにより、

外気の屋内への侵入をできるだけ少なくする。そ

れから、呼吸器系や循環器系疾患のある者、それ

から、小児、高齢者等は、体調に応じて、より慎

重に行動することが望まれるというものでござい
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ます。 

 本市の対応でございますけれども、既定の連絡

網により－これを４月半ばに一応会合を開きま

して、関係各機関と調整をしておりますけれども、

－関係各課・機関へ連絡して、各課・各機関の

持つ所管施設への周知を図るとともに、防災行政

無線や、場合によっては広報車等により、市民へ

の注意喚起を行うという形をとっておるところで

ございます。 

 大きな３番目が、５月下旬の濃度上昇を表にし

たものでございます。測定局７局、１局は、局舎

修理のため、この期間は測定できなかったので、

７局でございます。５月２２、２３、２４で、

１日の平均値が７０を超えたところ、これはゴシ

ックの太文字で書いてあります。５月２２日、朝

の３時間平均値、羽島が８４．３、８５は超えて

なかったので、結局、注意喚起情報は出てないと

いうことですけれども、結果としては、１日の平

均が７０を超えていたということで、新聞にいろ

いろと取りざたをされたところでございます。 

 その下は、今、私が申し上げたことですけれど

も、いずれの測定局においても、朝の３時間平均

が８０マイクログラム／立米。すみません、パー

リッターとさっきからいっておりました。間違い

です。パー立米です。（４ページで訂正済み）

－を超過しなかったため、鹿児島県から注意情

報は発表されていないというものでございます。 

 環境課のほうでは、国の暫定指針、それから、

それに基づく鹿児島県の要領に基づきまして、注

意喚起を行うことが最良というふうに考えており

ますけれども、各施設の責任者、学校、それから

幼稚園等の判断に、独自に屋外活動自粛等の措置

をとることを妨げるものではございません。そう

いう関係で、新聞の広場欄等で記事が出ていたと

いう経緯もございます。 

 以上で、説明を終わりたいと思います。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（新原春二）今までになかったことが、

今実際、もう山を見れば一目瞭然なんですよね。

一番ひどいときなんかは、もう紫尾山が見えない

ぐらいの汚染なんですが。微粒子ということで、

その微粒子の度合いによって健康被害がある、な

しの数値が８５で設定されているのですが、その

中で、汚染の関係をみんな心配されるんですよね。

微粒子の問題はまあいいでしょう。汚染の関係の

測定というのは、国のほうでなされているのか、

そこら辺はどうなんですか。 

○環境課長（寺園良介）汚染といいますと大気

汚染防止法に基づく常時監視ということで、先ほ

ど申し上げました県内１７箇所、大気測定局がご

ざいます。ここでほかの項目についても測定をい

たしておりまして、基準値を超えた場合には、そ

れなりの対処をされると。その中に、新たに平成

２１年から、このＰＭ２．５が入っておりますけ

ども、ＰＭ２．５の測定局については、１７箇所

のうちの８箇所ということでございます。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。

以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審査

を終わります。御苦労さまでした。 

────────────── 

   △市民課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、市民課の審査に入

ります。 

     ────────────── 

   △議案第９３号平成２５年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）まず、議案第９３号平成

２５年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題とい

たします。当局の補足説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）まず、説明に入ります

前に、平成２５年度４月１日の人事異動に伴いま

して、職員を御紹介申し上げます。まず、課長代

理の三堂和守です。 

○課長代理（三堂和守）三堂です。よろしくお

願いします。 

○市民課長（榊 順一）次に、主幹兼企画総務

グループ長の堀切良一です。 

○主幹（堀切良一）堀切です。よろしくお願い

します。 

○市民課長（榊 順一）次に、市民相談グルー

プ長の福田高志です。 

○市民相談グループ長（福田高志）福田です。

よろしくお願いします。 

○市民課長（榊 順一）最後に、私、市民課長

- 5 - 

 



の榊順一です。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、予算に関する説明書の１５ページをお

開きください。２款１項１目、一般管理費でござ

います。市民政策調整費は県補助金を増額し、一

般財源の同額を減額する財源調整でございます。

これは子育て支援課が所管する保育士等処遇改善

臨時特例事業の事務相当分が追加されたため、そ

の一部、１３３万７，０００円を人件費に組み替

えするものでございます。 

以上で、説明を終わります。よろしく御審議賜

わりますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

ここで議案第９３号に係る審査を一時中止します。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。当局の説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）それでは、平成２５年

の３月９日からサービスを開始いたしましたコン

ビニ交付の現況について、御報告申し上げます。 

 市民福祉委員会の資料、１ページ目をお開きく

ださい。１のコンビニ事業者ごとのサービス開始

時期でございますけれども、セブンイレブンにつ

きましては、平成２４年３月９日からサービスを

開始しているところでございます。ローソンでは、

４月２４日からサービスを開始いたしました。

サークルＫサンクスでは、５月２７日から本市域

でのサービスを開始しましたけれども、約２カ月

後の８月には全国の店舗でサービスを開始する予

定となっております。ファミリーマートは、こと

しの秋をめどにサービスが開始できる予定と聞い

ているところでございます。 

 次に、２番目のコンビニ交付の店舗数でござい

ます。この表にありますように、現在、２４カ所

で利用されておりますが、ファミリーマートが加

わりますと、市内３７カ所のコンビニで証明書を

交付できるということになります。 

 ３番目のコンビニでの証明書等の交付の利用状

況でございますけれども、セブンイレブン、ロー

ソン及びサークルＫサンクスの５月末までの累計

件数－枚数でございますが、５８４人の利用者

で、６９３枚の発行となっております。 

 詳細につきましては、資料の２ページ目をお開

きください。この資料は、２月からの実績となっ

ておりますけれども、セブンイレブンのサービス

開始前に、市内の実店舗で最終試験を行いまして、

一部その手数料が含まれております。①の発行枚

数ですが、先ほど申し上げましたように、４つの

証明書で６９３枚、１日約９枚となっております。

②の時間帯別交付枚数の割合ですけれども、表の

下のほうにありますように、平日の９時から

１７時までが約４割、平日の時間外、６時半から

９時までと、それから１７時以降２３時までです

けれども、それと、土曜・日曜日、祝日の休日が

約６割となっているところでございます。③の場

所別交付枚数の各店舗の状況ですけれども、ほぼ

市内の店舗で交付されている状況でございます。

④の市内のコンビニ店舗別交付枚数は、この表の

とおりでございまして、ほぼ満遍なく市内全域で

利用されている状況となっております。 

 それでは、１ページの方へお戻りください。最

後に、４番目の住民基本台帳カードの交付枚数に

ついて御報告します。平成２５年４月１日現在、

２万２，０４０枚の交付となっておりまして、人

口に対する交付率は２２．３％となり、昨年度と

比較しますと、１，７０８枚、１．８ポイントの

増となっているところです。コンビニ交付につき

ましては、まだ始まったばかりでございますので、

これから更なる利用増が図られますように、市民

への周知等に力を入れていきたいというふうに考

えております。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）実績が２月から５月という

ことなんですが、この２月から５月の間の全体の

住民票の発行というか、交付数というのはわかり

ますか。 

○市民課長（榊 順一）この場にちょっと資料

を持ち合わせておりませんので、後もって御報告

申し上げます。 

○委員（井上勝博）便利になることはいいこと

なんですけれども、ただ、実際、住民票をどうい
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○市民課長（榊 順一）県内の状況でございま

すけれども、コンビニ交付を始めましたのが、鹿

児島県では薩摩川内市が第１号ということで、他

の実績がございませんので。ただ、鹿児島市が来

年の１月にサービスを開始するということは聞い

ております。 

うところで使うのかということについて言えば、

ある統計ではほとんど市役所で使うという－ほ

とんどというわけじゃないですけど、大部分が市

役所で使うというのがある。ほかにも使うところ

があると思うんですけれども、コンビニで住民票

を交付される方々が、何に使われるかというのは、

これはもう全くわからないわけですよね、どうい

うことなのか。 

 それと、住基カードの利用率はどれぐらいまで

かということですけど、実は、個人番号制度が始

まるわけですけれども、それが平成２８年の１月

から運用されるということで、これらの状況も見

ながらということになるんですけれども、個人番

号カードが結局、無料で交付されるのか、有料に

なるのかというのがまだ決まっていないというよ

うな状況の中でございます。 

○市民課長（榊 順一）コンビニ交付で使う方

が何に使うか、使途はわかりません。ただ、前回

そういう質問もございましたので、窓口での交付

の中で、どのような使い道かというのを、平成

２４年の１２月からことしの３月までの統計で調

べてみましたけれども、住民票につきましては、

車の購入とか相続、クレジット開設、資格取得と

かパスポート、会社の引っ越し等の会社に出すと

いうようなことで利用があります。また、印鑑証

明書については、不動産、マンション、自動車の

売り払い等に使われているようでございます。そ

れと、戸籍関係は、相続、国籍証明とかパスポー

ト、家族割りの携帯電話等の申し込み等で利用が

あるということで統計をとっているところでござ

います。 

 ただ、今の住基カードも１０年間の有効期間が

ございますので、希望する方は住基カードからそ

の個人番号カードに変えられる方もいらっしゃる

というようなことになると思うんですけど、並行

して一部、運用がされるというようなことですの

で、今、２２．３％でございますけれども、しば

らくはまだ推進していって、コンビニ交付もでき

ますので、身近なところで、そういったサービス

が受けられるようにはしていきたいというふうに

思います。ですから、まだここ１～２年は住民基

本台帳カードの推進はしっかり進めていきたいと

いうふうに考えています。 

以上です。 

○委員（井上勝博）この中に役所で使うという

のはないんですか。 

○市民課長（榊 順一）私どもが申請書に書い

てある使い道として調べましたところ、今申し上

げたとおりでございまして、役所云々というのは

出てなかったということでございます。 

以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ございませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。

以上で、市民課の審査を終わります。御苦労さま

でした。 

以上です。 

○委員（新原春二）市民にとっては非常にあり

がたい制度なんですが、今度、始まってまだ３カ

月から４カ月ということで、データ的にどうなの

かわかりませんが、県内の類似都市、鹿屋、霧島、

そこら辺の状況がどうなっているのか、その辺の

状況等と、それから、住民基本台帳の２２．３％、

この部分が感覚としてどの程度まで伸びる可能性

といいますか、市としては１００％が一番いいん

でしょうけども、やっぱりなることはありません

ので、市民課として大体どの程度まですればいい

のかな、いいというわけじゃないですけども、想

定をされているのか、そこら辺をちょっとお知ら

せください。 

────────────── 

   △市民健康課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、市民健康課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号平成２５年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで審査を一時中止し

ておりました議案第９３号を議題といたします。

一般会計補正予算について当局の補足説明を求め

ます。 
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○市民健康課長（宍野克己）補足説明の前に、

職員の異動がございましたので、紹介させていた

だきたいと思います。主幹の堂元でございます。 

○主幹（堂元泰子）よろしくお願いします。 

○市民健康課長（宍野克己）私、市民健康課長

の宍野でございます。そのほかグループ長以上の

異動はございませんでした。よろしくお願いしま

す。 

 それでは、早速、議案第９３号平成２５年度薩

摩川内市一般会計補正予算の市民健康課分につい

て、御説明を申し上げます。予算書、予算に関す

る説明書の１９ページをごらんください。４款

１項１目、保健衛生総務費でございますが、国民

健康保険直営診療施設勘定特別会計への繰出金

６３４万４，０００円を増額補正しております。

これは、特別会計への歳出の増額補正に対するも

のであります。 

 以上で、議案第９３号平成２５年度薩摩川内市

一般会計補正予算の市民健康課分に関する説明を

終わります。よろしく御審議賜わりますようお願

い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第９３号に係る審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

   △議案第９５号平成２５年度薩摩川内市国

民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第９５号平成

２５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計補正予算を議題とします。当局の補足

説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）次に、議案第

９５号平成２５年度薩摩川内市国民健康保険直営

診療施設勘定特別会計補正予算について説明をい

たします。 

 まず、歳出から説明をいたしますので、同じく

５２ページをごらんください。２款１項１目、医

療用機械器具費でございますが、３，１７１万

７，０００円の増額補正をお願いしております。

これは上甑診療所における電子内視鏡装置、超音

波診断装置、歯科ユニット及び下甑長浜診療所の

Ｘ線テレビシステムの医療機械整備費について増

額をするものでございます。なお、財源は県補助

金特定離島ふるさとおこし推進事業、補助率

８０％により整備をするものでございます。 

 次に、歳入の内容について御説明をいたします。

前に戻っていただき、５０ページをごらんくださ

い。４款１項１目、施設整備費補助金は、特定離

島ふるさとおこし推進事業補助金で、先ほど申し

ましたとおり８０％で、医療用機械整備に充当す

るものであります。 

 次に、５１ページをごらんください。７款１項

１目、一般会計繰入金でございますが、医療用機

械整備に係る市の負担分２０％について、一般会

計からの繰入金を増額するものであります。なお、

当初予算で計上せず、６月補正になった理由は、

県の特定離島ふるさとおこし推進事業補助金を活

用するもので、本年１月の申請でございましたの

で、決定が当初予算編成時に間に合わなかったと

いうことで、今回の補正でお願いしようとするも

のでございます。 

 以上で、議案第９５号平成２５年度薩摩川内市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算

に関する説明を終わります。よろしく御審議賜わ

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

これより討論・採決を行います。討論はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。

これより採決を行います。本案を原案のとおり可

決すべきものと認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行
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 内容としましては、接種を１回もされてない方、

また１回、２回までされた方につきまして、新た

な指針が出るまではそのまま打たないでもいいで

すと。中には打ちたいという方もいらっしゃいま

すので、その場合は無料で今までどおり対応する

というような内容でございます。 

います。当局の補足説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）資料は特に用意し

てございませんが、全員協議会で風疹の状況につ

いて御説明を申し上げました。それ以降の状況に

ついて説明を申し上げたいと思います。 

 ６月２６日、昨日の１６時３０分現在でござい

ますが、川薩管内で３０１件、６月１２日の説明

時では、２２８件と申し上げておりましたので、

７３件増加してございます。この間が１５日間と

いうことでございますので、平均しますと１日当

たり４．８６人ということでございますので、今

なお、まだ終息には至っていないということでご

ざいます。 

以上で、説明を終わります。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）この風疹なんですが、何人

ということで発表されるわけですが、これは例え

ば、男女とか、それから年代別とか、そういうの

はわかるんですか。  それから、補助金の申請状況でございますが、

同じく昨日の時点でございますが、２７４件、申

請がございます。前回が１５３件でございました

ので、５７件ということで、７３０人を予定して

おりましたが、執行率は３７．５ということでご

ざいます。先ほど申しましたとおり、この対策と

いたしましては、市内の戸別受信機による注意喚

起を更にしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○市民健康課長（宍野克己）男女別、それから

年代別ということでございますが、パーセントで

申し上げますと、まず、男女別でございますが、

７９％が男性、それから年代別では３０代、これ

が２９％、それから４０代が２５％ということで、

３０から４９歳までが１４４名、男だけでですが、

４２％を占めているということでございます。 

○委員（井上勝博）妊婦の方がかかったとかと

いうことは。  あと、一つ協力依頼ということで、６月１４日

付けの厚労省の保健局結核感染症課長名で、麻

疹・風疹のＭＲワクチンというのが、このままの

状況でいくと、かなり不足してくるというような

ことで、そのために安定供給のめどがつくまで任

意の接種、いわゆる定期接種以外の大人の接種で

ございますが、妊婦の周囲の方、それから妊娠希

望者、または妊娠をする可能性の高い方で抗体が

十分であると確認できた以外の方については、そ

の方を優先的に接種してくださいというような通

知文が来ておりまして、その件についても医療関

係機関にも通知をしているところでございます。 

○市民健康課長（宍野克己）今のところそうい

った報告は受けておりません。 

○委員（井上勝博）感染原因について、調べる

というお話やったと思うのですが、それは調べて

いるのでしょうか。 

○市民健康課長（宍野克己）国立感染症予防研

究所が入りまして、今現在、精査中だと聞いてお

ります。結果については、７月から８月ごろには

出るというふうに聞いております。 

以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。  そのほか子宮頸がんの件でございますが、中島

委員の一般質問にもございましたけど、平成

２５年の中学１年生を対象に、４４８名でござい

ますが、既に依頼の通知を差し上げていたところ

でございますが、今回、６月２０日付で同じく

４４８名に対して、今回の副反応に対する発生頻

度が明らかであるということで、積極的な勧奨を

しないようにというような厚労省からの通知があ

ったことから、混乱を避けるために、今回、通知

を差し上げました。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

   △保険年金課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、保険年金課の審査

に入ります。 

────────────── 
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△議案第８４号薩摩川内市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（江口是彦）それでは、議案第８４号

薩摩川内市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。当局の

説明を求めます。 

○税務課長（山口秀昭）議案の説明に入る前に、

４月の人事異動に伴います税務課と収納課の職員

紹介を行いたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

○委員長（江口是彦）はい。 

○税務課長（山口秀昭）税務課です。課長代理

の佐多です。 

○税務課長代理（佐多誠一）佐多と申します。

よろしくお願いします。 

○税務課長（山口秀昭）主幹の中俣です。 

○税務課主幹（中俣賢一郎）中俣です。よろし

くお願いします。 

○税務課長（山口秀昭）市民税グループ長の大

原です。 

○税務課市民税グループ長（大原和人）大原

です。よろしくお願いします。 

○税務課長（山口秀昭）税務課長の山口です。

よろしくお願いいたします。 

○収納課長（枇把 繁）続きまして、収納課に

も異動がありましたので、収納課の異動を紹介い

たします。専門職の火野坂です。 

○収納課専門職（火野坂博行）火野坂です。ど

うかよろしくお願いします。 

○税務課長（山口秀昭）以上です。 

それでは、議案８４号薩摩川内市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の制定につきまして

御説明いたします。 

議案つづりは、その１、８４－１ページであり

ます。提案理由につきましては、本会議で部長か

ら説明をいたしておりますので、省略させていた

だきます。 

 説明は、市民福祉委員会の資料で行いますので、

資料の６ページをお開きください。概要でありま

すが、東日本大震災における譲渡所得の課税に係

る特例等について、所要の規定の整備を図ったも

のでございます。 

 改正の概要ですけれども、その有していた家屋

で、その居住の用に供していたものが、東日本大

震災により滅失したことによって、その居住の用

に供することができなくなった方の相続人が、そ

の家屋の敷地の用に供されていた土地等を、災害

のあった日から７年を経過する日の属する年の

１２月３１日までの間に譲渡した場合に、租税特

別措置法に定める次の譲渡所得課税の特例の適用

条件を満たすときに、その特例の適用を受けるこ

ととされたものでございます。施行期日は、平成

２６年１月１日となっております。 

 なお、現在、対象になられる方はおりません。

以上で説明を終わります。よろしく御審議賜わり

ますようお願いいたします。 

終わります。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）対象になる方はいらっしゃ

らないというふうにおっしゃったんですが、その

いないということがわかるのは、どういうふうに

すれば、いないというのがわかるんですか。 

○税務課長（山口秀昭）１月１日現在で課税さ

れることになりますので、その方の対象の方がい

らっしゃらないということでございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

これより討論・採決を行います。討論はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。

これより採決を行います。本案を原案のとおり可

決すべきものと認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

   △陳情第５号年金２．５％の削減中止を求

める意見書提出についての陳情 

○委員長（江口是彦）次に、陳情第５号年金 

２．５％の削減中止を求める意見書提出について

の陳情を議題といたします。陳情文書表を書記に

朗読させます。（朗読内容は省略、巻末に陳情文
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書表を添付） 

○委員長（江口是彦）次に、本陳情の審査に当

たって、国民年金制度の改正内容について、事前

に補足説明を当局にお願いをしておりました。 

説明を受けるに当たって、書記に資料を配付さ

せますので、しばらくお待ちください。 

 では、説明をお願いします。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、平成

２４年１１月１６日制定、同月２６日に公布され

ました国民年金法等の一部を改正する法律等の一

部を改正する法律のうち、今回の陳情に関係のあ

ります特例水準の解消関係の概要について、少し

説明をさせていただきたいと存じます。この資料

は、厚生労働省のホームページ、この法律改正に

関して掲載してあるものに基づき提示してござい

ますので、その点は御了承いただきたいと存じま

す。 

 まず、今回の改正の趣旨としましては、この特

例水準の解消関係では、平成１２年度以降の各年

度における年金額等の改定の特例措置による年金

額等の水準について、段階的な適正化を図るなど

のため、所要の措置を講ずるとなってございます。 

 資料の１ページをお開きください。１、法律の

概要の（２）特例水準の解消関係の①をごらんい

ただきたいと存じます。世代間公平の観点から、

老齢基礎年金等の年金額の特例水準２．５％につ

きまして、平成２５年度から平成２７年度までの

３年間で解消するとなっております。理由といた

しましては、その下に、※の１番目に、現在支給

されている年金額が、平成１１年から平成１３年

までの間に、物価が下落したにもかかわらず、年

金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想

定している水準よりも２．５％高い水準になって

いるということで、※の２番目にありますように、

平成２５年１０月に１％、平成２６年４月に１％、

平成２７年４月に０．５％を下げようというスケ

ジュールになっているものでございます。２の施

行期日の（２）特例水準の解消関係については、

本年１０月１日から実施しようとするものでござ

います。 

 資料の３ページをお開きください。資料の

３ページのそこには、ただいま説明しました内容

を、さらに少し詳しく記載をしてございます。中

段の左側に、概念図とありますように、今後、仮

に３年間、物価、賃金が上昇も下落もしないとし

た場合に、本年１０月に１％、来年度に１％、再

来年度に０．５％、計２．５％下げようとするも

のでございます。さらに、その右側に、年金額の

推移を記載してございますので、御参照いただけ

ればと存じます。さらに、一番下の四角囲みの特

例水準解消の意義をごらんいただきたいと存じま

すが、この年金受給者の年金額を本来の水準に引

き下げることで、年金財政の改善を図るとされて

ございます。 

 続きまして、４ページをお開きください。特例

水準と本来水準の推移についてとして、グラフを

掲載してございます。平成１２年度から平成

１４年度にかけて、物価スライド特例措置を実施

したことにより、平成２４年度以降におきまして、

実際に支給されている年金の水準と、平成１６年

度改正後の法律が規定する本来の年金水準の間に、

２．５％の開きが出ているというものでございま

す。 

 以上で、今回の陳情に関する内容について、厚

生労働省の資料に基づき概要を説明させていただ

きました。よろしくお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）これは前回の本会議の中で、

生活保護基準との関係で物価が下がって、その中

身がどうなのかということについて調べた経過が

あるわけですけれども。物価が下がっているとい

うけれども、主に下がっているのが電気製品とか

パソコンとかＤＶＤとか、そういうものが中心に

物価を引き下げているという政府の調査もあるわ

けですけれども、その点については何か調べてい

らっしゃいませんか。 

○保険年金課長（中村 真）ただいまの御質問

でございます。物価のほうが下がっているという

ことであるけども、それについて調査してないか

ということでございますけども、その点について

は、特にこちらのほうで調べているというものは

ございません。 

以上です。 

○委員（井上勝博）陳情の中には、厚生年金、

国民年金の支給額が平成２４年度で３７０億円と

いうことで、薩摩川内市ではこれだけの年金を受
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○委員（井上勝博）物価が下がったということ

については、実感としてそういうふうに思われる

という方はそんなにいらっしゃらないと思うんで

すね、生活しているわけですから。やっぱり主に、

私はパソコン関係、電気関係が好きですので、そ

の辺については、この数年間、見てますけども、

大体２０万とか２５万とかというふうなパソコン

が、今は５万程度で、結構いいものも手に入るよ

うになったし、液晶テレビも、売れ始めたころと

いうのは３０万とかいうものがかなり下がってき

ていると。これが主に物価を下げている要因であ

って、多数の高齢者の方々は、わずかな年金で、

その日、その日を本当に大変な思いで暮らしてい

る方が圧倒的に多いというふうに思うんですね。

２０万以上というふうに年金をもらっている方も

たまにいらっしゃいますけど、本当に珍しい、本

当にうらやましいというふうな見方ですよね。だ

から、そういう点では、本当に高齢者の暮らしを

これ以上、苦しい目にあわせていいんだろうかと

いうことを考えなきゃいけないと。 

けていらっしゃる。これが消費に向かったりして

いるわけですけれども、２．５％削減が９億円を

超えるということで、９億円、年間消費されるは

ずのものが９億円減るということで、税収などに

も直結するのではないかという指摘なんですけれ

ども、その点については、税務課の見解というの

はありますか。 

○税務課長（山口秀昭）特にありません。 

○委員（井上勝博）税収が減るということにつ

いてお認めになるということになるんですか。 

○税務課長（山口秀昭）そこまでの税収につい

ての踏み込んだ政府の見解というものは出ており

ませんので、今の私の立場では答えられないとい

うことです。 

以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。

それでは質疑を終了し、討論・採決に入りたいと

思いますが、継続審査にという御意見はありませ

んか。 

 この年金の問題で、削減して、世代間の公平と

かとおっしゃいますけれども、そもそも年金額は

非常に少ない。国民年金の場合は六万四千数百円

が最高額で、それ以下の方々が圧倒的に多いとい

うことで、むしろ年金額は引き上げなきゃいけな

い。その財源については、やはり超資産家とかい

う方も確かにいらっしゃるわけですよ。薩摩川内

市ではそんなに少ないかもしれませんけどね。だ

から、本当に資産家、大資産家、また、株でもう

かった場合には、２０％というのが本来の本則で

税金をかけるというのがなっているのに、ずっと

１０％で延期、延期で来ていると。こういうこと

も考えても、非常に不公平感という点では、暮ら

しが大変な人ほど不公平なんじゃないかというふ

うに思うんです。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）継続審査の声はありませ

んので、これより討論・採決を行います。討論は

ありませんか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（江口是彦）ただいま討論の声があり

ますので、これより討論を行います。 

まず、本案に反対の討論を許します。 

○委員（新原春二）年金が下がるという意味で

は、非常に、私も年金受給者でありまして、非常

に断腸の思いがするわけですけども、３ページの

特例水準解消の意義というところに書いてあるん

ですが、やっぱり総体的に判断をしなければなら

ないと思います。  そういう点では、年金、今度引き下げを段階的

に進めるということについては、絶対にしてはい

けないというふうに考えるもので、賛成の討論と

いたします。 

 したがって、意義のところに書いてあります現

役世代の将来的な受給の将来の年金の確保につな

げる。また、世代間の公平を図るという意味から、

年金受給者だけのそうした要求ではいけないんじ

ゃないかということで、この問題については反対

をいたします。 

○委員長（江口是彦）反対の討論はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）次に、本陳情に賛成の討

論はありませんか。 

○委員長（江口是彦）賛成の討論はありません

か。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論は終結したと認めま

す。これより起立により採決を行います。本陳情

は、趣旨を了とし採択すべきものと認めることに

賛成する委員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（江口是彦）起立少数であります。よ

って、本陳情は不採択とすべきものと決定しまし

た。 

以上で、陳情第５号に係る審査を終わります。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。当局の説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、所管事

務調査としまして、委員会資料に基づき説明をさ

せていただきたいと存じますので、市民福祉委員

会資料の５ページをお開きいただきたいと存じま

す。 

定例で報告をさせていただいております短期被

保険者証・資格証明書の交付状況について、国民

健康保険、後期高齢者医療保険、それぞれ５月末

現在を記載してございますので、御参照いただき

たいと存じます。 

 以上で、保険年金課に関します事項について説

明を終わります。よろしく御審議賜わりますよう

お願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

以上で、保険年金課の審査を終わります。御苦労

さまでした。 

────────────── 

   △障害・社会福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、障害・社会福祉課

の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第９３号平成２５年度薩摩川内市一般

会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第９３号を議題といたします。

一般会計補正予算について、当局の補足説明を求

めます。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）障害・

社会福祉課でございます。４月１日付の人事異動

によりまして職員の異動がございましたので、紹

介させていただきます。まず、課長代理の宍野で

ございます。 

○課長代理（宍野盛久）よろしくお願いします。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）社会福

祉グループ長を兼務しておりましたけれども、後

任として、企業・港振興課から松野が参っており

ます。松野社会福祉グループ長でございます。 

○社会福祉グループ長（松野太士）よろしく

お願いします。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）次に、

主幹の後藤でございます。障害福祉グループ長か

らの昇任でございます。 

○主幹（後藤里美）よろしくお願いします。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）その後

任といたしまして、収納課から参りました中木屋

障害福祉グループ長でございます。 

○障害福祉グループ長（中木屋照人）よろし

くお願いします。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）以上で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第９３号平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算について、御説明いたします。 

 歳出から説明いたします。予算に関する説明書

の１６ページをお開きください。３款１項２目、

身体障害者等福祉費の小児慢性特定疾患児日常生

活用具給付事業費は、軽度・中等度難聴児補聴器

助成事業の新規実施に伴う増額補正でございます。 

 市民福祉委員会資料の７ページをお開きくださ

い。鹿児島県の軽度・中等度難聴児補聴器助成事

業の概要を示しております。この事業は、今年度

から実施されます新規事業でございまして、身体

障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の

難聴児に補聴器の購入費の助成を行うものでござ

います。対象者など事業の内容は、資料のとおり

でございますが、購入費の負担割合は、県、市、

利用者のそれぞれが、３分の１ずつ負担する仕組

みとなっております。 

 次に、歳入でございます。予算に関する説明書

の１０ページをお開きください。１６款２項２目、

民生費補助金、１節、社会福祉費補助金は、軽
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度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金でござ

います。県補助率は、２分の１となっております。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議賜

わりますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）これは対象になる方がどの

ぐらいいらっしゃるかというのはわかるんですか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）実際い

らっしゃのかどうかということも、教育委員会を

通して調べていただきました。現在のところ、教

育委員会にお尋ねした限りでは、把握ができてな

いというところが実情でございますが、実際、県

のほうでこういう動きがあるということで、業者

のほうには何件かお問い合わせが県内であるよう

でございますので、それに対応できるようにして

いきたいというふうに考えております。 

○委員（井上勝博）直接、これとの関連はない

んですけども、前、磁気ループの話をしたことが

あるんです。これは講演とか会議とか、そういっ

たものが聞き取りにくいという方については、補

聴器をつけていても聞き取りにくいということで、

磁気ループというそういうシステムを使うと、大

抵の補聴器に磁気のセンサーがついてますので、

非常にはっきりと聞こえるということで、まだま

だ普及は進んでないんですが、非常によく聞こえ

るという話があるわけですが、その辺については、

こういった難聴者の方々というのは、若年層の方

じゃなくて、高年者の方が非常に多いわけですが、

そういった人たちのためにも、やっぱりそういう

磁気ループなども検討されたらいいんじゃないか

というふうに思うんですが、ちょっと所管外に入

ってしまうのですけども。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）磁気

ループにつきましては、私どものところでもいろ

いろ調べたところでございます。以前、調べまし

て、実際、聴覚に障害のある方というのは、手帳

を持ってらっしゃらない方も随分いらっしゃるん

ですけれども、いろいろ実際に、私どもも実体験

でやってみました。どこまでこれの効果があるの

かというのもしたんですけど、まず、耳のぐあい

が悪い方も出るということ、実際、ここにも書い

てございまして、ということがございましたとい

うことと、あとは、この磁気ループを活用できる

補聴器というのが限られておりまして、それを買

われないと、せっかく磁気ループを設定した会議

室に行っても、活用ができないということがわか

まして、そうなると、簡単にできることではない

んだなあというふうに感じたところで、調べた結

果ではそう思ったところでございます。 

 実際、熊本にこの磁気ループを活用したホール

があるということでございまして、そこからの情

報ももらったんですけれども、やっぱり活用はさ

れているところもあるけれども、全ての人に、じ

ゃあ、これでオーケーですというふうにはなかな

かいきませんよねというふうには言われたところ

でございました。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。

ここで議案第９３号に係る審査を一時中止します。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次は、所管事務調査を行

います。当局から説明がありますか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）ござい

ません。 

○委員長（江口是彦）委員の皆さんで御質疑あ

りますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。以上で、障害・社会福祉課の審査を終わりま

す。御苦労さまでした。 

────────────── 

   △高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、高齢・介護福祉課

の審査に入ります。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）付託された議案はありま

せんので、所管事務調査を行います。当局の説明

を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）審査に

入ります前に、本年４月１日付の人事異動による

職員の紹介をさせていただきます。３月まで、社

会福祉協議会に業務を委託しております地域包括
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支援センターに派遣されておりました、紙屋主幹

でございます。どうぞ、よろしくお願いします。 

○主幹（紙屋一朗）紙屋です。よろしくお願い

します。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）それで

は改めまして、高齢・介護福祉課の所管事務につ

いて御説明させていただきます。 

 市民福祉委員会資料の８ページをお開きくださ

い。資料８ページでございます。第５期介護保険

事業計画につきまして、計画期間中における地域

密着型サービスの整備方針の進捗状況を御報告さ

せていただきます。 

 初めに、甑島圏域に認知症対応型共同生活介護、

グループホームのことでございますが、これを

１カ所新設する計画と、９床の事業所があるわけ

ですけれども、このうち３カ所の増床を計画いた

しておりました。甑島圏域の新設につきまして、

整備地域を下甑島地域といたしまして公募を行い

ましたところ、下甑町にございます法人から１件

だけ応募がございました。この事業者は、介護保

険事業の運営経験はございませんが、事業計画・

運営方針等において、市民福祉部長を初め、部内

関係課長で法人代表者からヒアリングを行いまし

たところ、代表者の熱意も見られ事業計画は妥当

と認めましたので、平成２６年４月事業開始を目

標に施設整備の準備を進めるよう通知をいたした

ところでございます。 

 次に、増床についてでありますが、平成２３年

度から事業所の指定年月日の古い順から順次ヒア

リングを行いまして、その結果が良好な事業所か

ら増床を行うこととしております。平成２４年度

中の整備意向を調査いたしましたところ、グルー

プホームあおいの家は、整備資金及びスタッフの

人材確保が困難とのことから、今回は計画を見送

られましたので、医療法人同潤会・自立の家、オ

フィス藤田・グループホーム燦々、特定非営利活

動法人こしき風林火山・グループホーム多喜人に

つきましては、良好な事業者であると認めたこと

から、増床を行うことといたしました。 

 なお、甑島地域につきましては介護基盤の整備

がおくれていますことから、通常の考え方とは別

枠で、順番は後ろのほうになりますけれども、平

成２４年度中に整備をいたしております。 

 なお、増床を決定いたしました３事業所の進捗

状況は、医療法人同潤会・自立の家は、本年７月

１日に増床を完了予定であり、オフィス藤田・グ

ループホーム燦々は、本年４月１日から１８床に

増床をしております。また、特定非営利活動法人

こしき風林火山・グループホーム多喜人につきま

しては、去る６月１日に完了し、１８床となって

おります。 

 また、９床の認知症対応型共同生活介護は、残

り５事業所となりますが、増床を希望している

４事業所につきましては、第６期以降の介護保険

事業計画において増床する事業所数等を検討して

いきたいと考えております。 

 次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、及

び複合型サービスについて、事業者の公募を行い

ましたところ、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業には１法人からの応募がございましたが、

複合型サービス事業には応募する事業者がござい

ませんでした。 

 今後、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

に応募のあった法人のヒアリングを行い、平成

２６年４月事業開始に向けた手続を進めていくこ

とといたしておりますが、応募のなかった複合型

サービスにつきましては、平成２６年度に再度、

公募を行う考えでございます。 

 次の介護療養病床の転換についてでございます

が、転換期限が平成２９年度末まで延長されたこ

とから、転換の期限まで期間があり、４事業者と

も具体的な計画は未定となっております。 

 なお、地域密着型サービスではございませんが、

広域型の施設になりますけれども、介護老人保健

施設の２０床の増床を第５期介護保険事業計画に

登載をいたしております。 

 この増床につきましては、県において東郷町に

ございますグレースホームを７０床から９０床へ

増床することが決定されておりまして、去る６月

１日に増床が完了しております。 

 ９ページをごらんください。定期巡回・随時対

応型訪問介護看護サービスについて、３月議会で

もお示ししたところでございますが、中段の参考、

全国の状況のところをごらんください。左側の表

第５期介護保険事業計画での実施見込みでは、平

成２４年度の実施見込み数は１８９保険者で利用

者を０．６万人と見込んでおりましたが、右側の

表平成２５年４月末時点の全国の状況では、
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１４２保険者で利用者は２，４１７人であり、利

用者は国の見込み量の４０％程度と、このサービ

スの普及が進んでいないのが現状でございます。 

 １０ページをお開きください。参考といたしま

して、地域密着型サービスが創設されました平成

１８年度から平成２５年度末までの定員数の推移

を記載してございますので、ご参照ください。 

 １１ページをごらんください。介護保険施設の

待機者数の推移を記載しております。平成２２年

度から平成２３年度までは、個人情報に配慮し、

待機者の人数だけの把握をしておりました関係で、

待機者の延べ人数を記載してございますが、平成

２４年度からは、待機者の人数だけではなく、介

護保険の被保険者番号も調査を行いまして、その

被保険者番号で重複あるいは住民基本台帳で転出、

死亡等の調査をいたしております。平成２５年

４月現在では、介護老人福祉施設、いわゆる特老

につきましては、待機者の合計は１，３６１人で

ございますが、一番下の黒丸の平成２５年度と書

いてあるところの表が上下２段ございますけれど

も、平成２５年度の上の表の介護老人福祉施設計

の 欄 で ご ざ い ま す 。 待 機 者 数 の 合 計 は

１，３６１人でございますが、その表の右側、介

護老人福祉施設待機者の内訳の表では、重複等の

合計が５４９人でございまして、待機者の実数は

８１２人でございました。これに、下の表、介護

老人保健施設－いわゆる老健でございます。

－とグループホームを加えた総計では、

１，６１３人であり、同様に重複等を差し引きま

すと、待機者数は１，０３０人であり、平成

２４年度より若干増加している現状であります。 

 以上で、高齢・介護福祉課の所管事務について、

説明を終わります。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（新原春二）グループホームの設置です

が、新規が１カ所ということでなってまして、増

床が最初４カ所だったのが２～３カ所になったと。

１カ所については、資金あるいは人材がちょっと

不足をして、今回のようになったということで理

解してよろしいですかね。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）計画は

３カ所でございまして、中段の表、公募に応じ、

増床を希望した事業者、９事業者とございますが、

その表の右側の備考欄を見ていただきたいと思う

んですけれども、上の三つ、グループホームそら

とお多麻さんの家の２カ所は完了をして、平成

２３年度に終えております。平成２４年度の頭の

段階では、２番目の自立の家とグループホームあ

おいの家、グループホーム燦々が終わっておりま

せんでしたので、自立の家とあおいの家に最初、

お声がけをしましたところ、あおいの家が資金の

問題、スタッフの問題で見送りたいということで

したので、次のグループホーム燦々にお声がけを

しましたということでございます。 

 そして、甑島地域は介護基盤の整備がおくれて

いることから、グループホーム多喜人については

別枠でいたしました。結果、川内地域が２カ所、

上甑島地域が１カ所、計３カ所となりましたとい

うことでございます。 

○委員（新原春二）わかりました。要するに、

あと４カ所、９床の部分が残っているということ

ですね。それと同時に、また、グループホームの

新しいまた設置者の動向といいますか、そういう

ものはないのか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）いわゆ

る新規参入といいますか、新しくグループホーム

をつくりたいんだけどという御相談はよくござい

ます。しかしながら、その事業者の方々には、ま

ず、この９床のところの事業所を１８床に増やす、

この増床が終わるまでは、新規の整備は考えてい

ないということで、丁寧にお断わりを申し上げて

いるところでございます。 

○委員（井上勝博）家事援助のことなんです。

介護保険のサービスの。適正化という形で、今、

進められているようなんですが。今まで家事援助

を受けていた方が、受けられなくなったという

ケースというのが、この間あるのかなと。どのぐ

らいあるのかなということなんですが、その辺、

わかりますか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）件数に

つきましては、申しわけございません。この場で

数値を把握しておりませんので、後ほど御報告を

させていただくこととさせていただきたいと思い

ますが、家事援助－介護保険法の基本理念とい

いますか、考え方が、自立支援のための保険であ

るというのがまずございます。そういうことから、
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御本人にできる行為、あるいは同居者の家族がお

られて、同居者の支援が得られないというところ

を判断するために、ことし、家事援助のサービス

につきましては、協議制といいますか、していた

だくようにお願いをしているところでございます。

結果、不承認となった件数はございますが、先ほ

ど申しましたとおり、この場で件数は把握してお

りません。後ほど報告させていただきます。 

○委員（井上勝博）それは１けたとか２けたと

か、ちょっとその辺の細かい数字はいいんですけ

ど、かなりの数になるんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）細かい

数字は把握しておらないのが現状ですが、ほとん

どの方が期間を区切って、とりあえず３カ月、

６カ月では介護保険で家事援助を承認することと

しますが、家族、同居者の方々の支援の方法も御

検討くださいということで、期間を区切って承認

をしている件数のほうが圧倒的に多いというのが

現状でございます。 

○委員（井上勝博）国の制度として、国が介護

のサービスについて、家事援助というのについて

は、同居人がいるかいないかということで、それ

で判断した自治体があったがために、国の通達が

あって、同居人がいるから必ずしもサービスを受

けられないということではないですよという通達

が出ているわけですね。だから、まず、同居人が

仮に特に病気がないとしても、やっぱり高齢のた

めだとか、いろんな判断した上で、サービスを受

けられるようにというふうに通達を出していたん

じゃないかなと思うんですよね。 

 しかし、現実には、私の受けたケースの中では、

結局は介護サービスを受けられないから、ほかの

サービスに頼るというふうになっていらっしゃる

わけなんですよ。だから、物理的にやっぱりそれ

ができないから、介護サービスを受けていたとい

う方のケースというのはありますので、介護保険

制度、これはもう介護保険制度が始まるときの私

の記憶では、盛んに保険料を払ってもらうかわり

に、必要なサービスは受けられるようにするんだ

というふうに言ってきたわけですので、保険料を

払っていて、そして、利用できるサービスの上限

が決められるというところまで来ているのに、上

限も使えないというのは、私は介護保険制度の精

神からすると、やっぱり違うんじゃないかなとい

う気がするんですよ。 

 だから、そういったところをもう少し国が言っ

てきた趣旨を理解していただいて、必要な人には

サービスが受けられるような方向で御検討いただ

きたいなと。その適正化については、また、後ほ

どお聞かせください。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）委員の

おっしゃるとおりに、国からは同居者のいる家族

について、一律にサービス提供を拒否してはなら

ないという通知も出されております。本市におき

ましても、委員のおっしゃられるように、同居者

がいても、高齢で、身体が不自由、あるいは病気

がちで、日常の支援ができないという方々も結構

おられますので、そういった本当に必要な方には、

サービス提供をいたしているところでございます

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員（井上勝博）サービスを利用される方々

が、やっぱりこれはおかしいというふうにおっし

ゃっているわけで、それで、具体的な数字として

は、今まで家事援助を受けていて、同居人がいら

っしゃる。サービスを受けていた方々というのが、

推移がどうなっているのか、その内訳ですね。例

えば、同居人が３つのパターンがあったと思うん

ですよ。病気であったりとか、要介護の方だとか、

病気であったりとか、そうじゃない方とかという

３つのパターンで国の指針を示されていると思う

んですが、それぞれの数字がどういうふうな数字

になっているかということも、ちょっと詳しく教

えていただきたいなと思います。お願いします。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）今、委

員が３つのパターンと言われましたけれども、そ

ういう細かく分類をした統計の数値は持ち合わせ

ておりませんので、協議のあった申請書をめくり

ながら、カウントをすることとなりますので、し

ばらくお時間をいただきたいと思います。 

○委員（新原春二）高齢福祉という意味から、

現在、市内にも有料老人ホームが結構建ってきて

いるんですが、この有料老人ホームの位置づけな

んですが、介護保険とは全く関係ないわけで、そ

ういう施設の市の高齢福祉とのかかわりはどうい

うものになっているのか。 

 また、同時に、こういう施設が市で把握をされ

ているんだったら、今どのくらいあるのか教えて

ください。 
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○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）有料老

人ホームのかかわりと数でございますけれども、

現在把握しているのが１０カ所で２４６あったわ

けですけれども、ついせんだって田崎町に有料老

人ホーム－そこは有料老人ホームの規定をクリ

アしながら、一段上のサービスつき高齢者住宅と

いう分類であるわけですけれども、去る６月にせ

んだってオープンしたばかりで、ちょっとベッド

数というか居室の数は把握しておりませんが、多

くても２０～３０かなということで、申しわけご

ざいません。 

 この場合、養護老人ホームに入りたいという方

ですし、ひとり暮らしで体の弱い方で、１回、入

院もされて、非常に弱っていらっしゃる方なんで

すが、確かに施設としては７月１日に入ってもら

わないと困るという事情はあるにしても、もうち

ょっと前からそういうことがわからなかったんだ

ろうかと。亡くなったりとか入院されたりとかと

いうことで、突如として空くという事情もあるん

だろうとは思います。そういうのもあるんだろう

と思います。だけど、それがたまたま月末だった

からといって、１週間ぐらいの余裕しかないとい

うのは、ちょっと余りにも負担が重過ぎるんじゃ

ないかなというふうに思うんですが、その辺につ

いてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 それと、市とのかかわりでございますけれども、

有料老人ホームは老人福祉法に規定され、届け出

制でございます。その有料老人ホームの分類とい

いますか、一般的に薩摩川内市にございます住宅

型有料老人ホーム、それから、他市にございます

介護つきの有料老人ホーム、大きくは二つに分か

れるわけですが、私どもの市にございます住宅型

の有料老人ホームにつきましては、直接、本市と

のかかわりはなく、そこに施設に入所されている

方が要介護認定を受けていて、外部の介護保険の

サービスを使われる方は多数おられます。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）委員お

っしゃるとおりに、入所申し込みをして、措置が

必要であると判断をされてから入所できるまでに、

やはりかなりの日数を要しているのが現状でござ

います。それが一つと、施設の定員がいっぱいで

あるということからは、そういった状況があるわ

けですが、委員おっしゃるとおり、長期入院、あ

るいは転出はないと思いますが、死亡等によりま

して、定員に空きができたというのは、もう突然

やってくるわけです。そういう現状をまず御理解

いただきたいということと、入所日の決定に当た

りましては、こちら、あるいは施設から一方的に

日にちを指定するのではなくて、御本人、あるい

は家族の方と十分話し合いをした上で、入所日は

決定していると考えております。 

以上でございます。 

○委員（新原春二）実際、有料老人ホームは田

崎の場合は３４だそうです。住宅用でほとんど薩

摩川内市はなっていると思うんですけど、市との

関係はほぼ接点はないということでありますけど

も、実際は、老健施設が大体３カ月ですよね。

３カ月すれば出らないかんというので、その３カ

月して出らないかん分を１カ月有料老人ホームに

入ると。１カ月したら、また老健に入るというシ

ステムが若干あるように見受けられるんですよ。

その分は何も問題ないんですが、市としては、何

も関係ないということですので、それはそれでい

いんですが、そこで、ある程度やっぱり周知をさ

れたほうがいいのかなあということで、要望です

けども、お願いします。 

以上でございます。 

○委員（井上勝博）たまたまその方の話だと、

生活保護を受けているわけですよ、その方が。そ

うすると、７月１日で入りなさいということで、

名目上、入るという方法もあるということはお聞

きしました。一回入ると。しかし、いろんな片づ

けとか処分ですね、そこにずっと施設のほうに入

られるわけですので、処分せないかんと。そうい

うものについてはゆっくりされてもいいというこ

とはお聞きしたんですよ。ただ、その場合に、や

っぱり二重にダブってくる部分が出てくると。要

するに施設に入っているという部分と、それから、

実際に家賃のかかる住宅に住んでいらっしゃると

いう部分が－重なる部分が出てくると。それが

やっぱり負担にはなってくるわけですよね。だか

○委員（井上勝博）養護老人ホームへの申請を

してから、恐らく待機者がかなりいらっしゃって、

１年ぐらい待たれた方がいらっしゃるんですが、

２４日の日に、入れますよという通知が来たと、

６月の２４日。いつまでに入らなきゃいけないか

というと、７月１日までに入らなきゃいけないと

いうふうに言われたというんですよ。 
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ら、突然、そういう空きが出てくるという事情も

よくわかるんだけれども、しかし、何らかの－

余りにも期間が短過ぎる、そういう家族の協力が

得られないというか、家族がばらばらにされてい

る場合、ひとり暮らしでなかなかそういう支援も

受けられないという場合については、何らかの救

済措置というのは考えていただけないかなという

ふうに思うんですよね。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）今、委

員の言われましたように、一旦、入所していただ

きますと、場合によっては片づけ等の外出という

のは結構でございますという、そこら辺が私ども

でお手伝いできる精いっぱいのところかなという

ふうには考えておりますが、よりよい方法がない

か、また課内で検討はしたいと思っております。 

以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。

以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

 ここで一時休憩したいと思います。再開はおお

むね午後１時といたします。 

～～～～～～～～～～ 

午前１１時４４分休憩 

～～～～～～～～～～ 

午後 １時 １分開議 

～～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

○委員長（江口是彦）福祉課の審査に入る前に、

市民課より午前中の審議での説明をされるという

ことですので、よろしくお願いします。 

○市民課長（榊 順一）委員長から許可をいた

だきましたので、午前中の井上委員のことについ

て、資料を整理してまいりましたので、御説明申

し上げます。 

これは３月から５月の窓口交付枚数ということ

で、２月の分が試験的にやった分で手数料が入っ

ておりましたけど、そこの分については省略させ

ていただいて、３月から５月までを整理させてい

ただきました。一番上の表が、全体の交付枚数で

ございまして、この内訳が、その下に１、２、

３とあります。１が窓口交付端末の分が全体で

２万６，０８３枚で、８５．０％の構成となって

います。それから、自動交付機は３，９１０枚で

１２．８％、コンビニ交付は６８３件の２．２％

ということで、このように整理ができましたので、

それぞれ月ごとについては、また、見ていただき

たいと思います。 

以上で説明を終わります。 

────────────── 

   △福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、福祉課の審査に入

ります。 

────────────── 

   △議案第９３号平成２５年度薩摩川内市一般

会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第９３号を議題といたします。

一般会計補正予算について、当局の補足説明を求

めます。 

○福祉課長（坂元安夫）福祉課でございます。 

 まず初めに、４月１日付で人事異動がございま

したので、御紹介申し上げます。援護第１グルー

プ長の加治屋でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○援護第１グループ長（加治屋光久）援護第

１グループ長の加治屋と申します。一生懸命頑張

ります。よろしくお願いします。 

○福祉課長（坂元安夫）それでは、補正予算に

つきまして、説明いたしますので、予算に関する

説明書の１８ページをお開きください。３款４項

１目、生活保護総務費事項、生活保護適正実施推

進事業費の補正額は、１８１万１，０００円でご

ざいます。補正の内訳につきましては、生活保護

法による保護の基準の一部が、本年８月１日から

改正されることに伴いまして、生活保護システム

の改修及びライセンス追加の業務委託を行い、生

活保護業務の適正化を図るものでございます。 

 また、あわせまして、更なる医療扶助の適正化

を図るため、生活保護版レセプト管理システムの

操作端末一式を増設するものでございます。 

 なお、本件経費につきましては、国の生活保護

適正化事業の業務適正化事業として、国から

１００％の補助を受けることになってございます。 

 次に、歳入について、御説明を申し上げます。
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 それと、引き下げの影響につきましては、実は

本日、委員会の資料の中に、全庁的な取りまとめ

として、減免等を設けた制度の一覧をお示しして

ございます。その中でちょっと御説明を申し上げ

たいと思っておりましたが、そちらでよろしいで

しょうか。 

予算に関する説明書の８ページをお開きください。

１５款２項２目、民生費補助金の生活保護費補助

金の補正額は、１８０万９，０００円でございま

す。これにつきましては、今ほど、歳出で説明申

し上げましたとおり、生活保護システムの改修等

などに要する経費について、国から生活保護適正

実施推進事業費補助金として１００％の補助を受

け入れるものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。  以上で補正予算の説明を終わります。御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。

次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員（井上勝博）生活保護基準の引き下げに

ついて、これは私は不当なものだというふうに一

般質問でも言ったわけですけれども、国会の情勢

でいうと、廃案ということで、今回、なりました

けれども、これは、政府は、また再提出のことも

考えているみたいですので、予断は許さないわけ

ですが。この基準額の引き下げについての予算と

いうことなんですけど、そういう国会情勢との関

係はどうなるのかということが一つということと、

それから、これは多岐にわたって問題が広がって

くるわけですが、生活保護基準を引き下げること

によって、就学援助のこととか、さまざまな制度

にかかわってくる。これは鹿児島市は調査をして

るんですが、これはどうすりゃいいのかなと。そ

の影響を与えないようにするというのが政府の見

解ではあるんですが、非常にすべての所管にわた

っているというか、課にわたっているということ

で、これを誰が最終的に責任を負うのかなという

気がするんですけど、影響がないようにですね

－基準を下げたということになって。－その

辺についてちょっと見解を教えていただければと

思います。 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

ここで議案第９３に係る審査を一時中止します。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次は、所管事務調査を行

います。当局の説明を求めます。 

○福祉課長（坂元安夫）それでは、市民福祉委

員会資料に基づきまして、生活保護法による保護

の基準の一部改正について説明を申し上げます。 

 資料は１２ページからでございます。なお、資

料のページ数が多いため、説明に少々時間を要す

ることになりますけれども、この点につきまして

は、まず、御了承をいただきたいと思います。 

 まず、主な改正の概要についてでございます。

これにつきましては、厚生労働省社会・援護局長

から本年５月に通知がなされておりまして、それ

によりますと、社会保障審議会生活保護基準部会

における検証結果を踏まえ、年齢・構成人員・地

域差による影響を調整し、平成２０年以降の物価

の動向を勘案し、改定するとされております。 

 さらに、激変緩和措置を講ずることにし、現行

の基準からの改定幅は１０％が限度となるように

調整すること、また、改正は、平成２５年８月

１日から３年間かけて段階的に実施するとされて

おります。また、別途、１２月から１月にかけて

引き続き保護を受ける者に対して越年資金として

支給される期末一時扶助については、現在、乳幼

児から高齢者まで一律に人数倍した額を支給して

いるため、一律に人数倍するのではなく、スケー

ルメリット、世帯規模の経済性を勘案するように

改定すると示されてございます。このように、今

○福祉課長（坂元安夫）まず、御承知のとおり、

昨日、国会が閉会しましたけれども、今回のこの

基準引き下げにつきましては、生活保護法の改正

とは一切関係ございませんで、この引き下げにつ

きましては、告示でなされるものです。それで、

既に告示が官報に掲載されておりまして、引き下

げそのものにつきましては、これはもう８月１日

から適用されるということになりますので、特に

今の動きとは連動するものではございません。 
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 次に、第１類費の表に定める、個人別の基準額

を合算した額に乗じる率である逓減率についても

見直しがなされておりまして、これまでは、４人

世帯から減額となる逓減率０．９５が設定されて

おりますが、新逓減率は、２人世帯から減額とな

る逓減率０．８８５が設定されてございます。 

回の保護の基準の主な改正は、生活保護の扶助費

のうち生活扶助基準額と期末一時扶助の見直しが

主なものとなってございます。 

 なお、生活保護基準については、毎年度、国民

の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案し、予

算編成過程で検討されるものであり、今後、物価

の上昇に伴い消費動向が上昇する場合には、その

ことも勘案しつつ、改定を検討すると示されてご

ざいます。 

 次に、世帯全体として消費する生活費について

定められた第２類費であります。１人世帯の新基

準額が減額となっており、１人世帯以外の世帯に

ついては、全て増額となってございます。  次に、２、平成２５年度、平成２５年８月から

の生活扶助基準額の計算式についてでございます。

まず、生活扶助基準とはどのようなものかについ

て御説明を申し上げます。この生活扶助基準は、

要保護者の年齢別、世帯構成別、所在地域別など

に分けて厚生労働大臣が告示により定めるもので

ございまして、今回の改正につきましては、既に、

５月１６日の官報に掲載されてございます。この

生活扶助基準は、まず所在地域別に定められてお

りまして、具体的には、生活様式、物価の違いな

どによる生活水準の差に対応して全国の市町村を

６区分の級地に分類し、基準額が設定されており

ます。本市は、大都市及びその周辺市町、県庁所

在地を初めとする中都市以外のその他市町村でご

ざいまして、鹿児島、曽於、志布志、南九州市の

４市を除く、県内１４市と同じ、３級地の１とな

ってございます。 

 なお、暖房費などの必要経費として、冬季であ

る１１月から翌年３月まで支給される冬季加算に

つきましては、全ての世帯人員別区分において新

基準額は、減額となってございます。 

 次に、１２月から１月にかけて引き続き保護を

受ける者に対して、越年資金として支給される期

末一時扶助費については、これまでは、１万

１，６３０円に世帯の人数を乗じた額でありまし

たが、新基準額におきましては、世帯の人員数ご

とに額が設定されておりまして、全ての世帯にお

いて減額となってございます。 

 次に、（３）生活扶助基準額の計算式について

でございます。資料は、１４ページをお開きくだ

さい。まず、今回の見直しは３年間かけて均等に

改定を行うため、Ａ、現行の基準とＢ、見直し後

の基準、この２つの単価を用いて、各年において

は、その差の３分の１ずつを改定する手法を用い

ることとされております。見直し１年目の平成

２５年８月支給からの算式が示されておりまして、

この算式に基づき、第１類費、第２類費の合算額

を計算することになってございます。計算例とい

たしまして、３５歳と２５歳の夫婦と４歳の子供

１人の３人世帯の計算例を示しておりますので、

御参照ください。 

 なお、生活扶助基準は、衣・食などのいわゆる

日常生活に必要な基本的、経常的経費についての

最低生活費を積み上げたものでございまして、こ

の構成は、大きく飲食物や被服費など個人単位に

消費する生活費について定められた第１類費と、

世帯全体としてまとめて支出される経費で、光熱

水費などの第２類費に分けられ、身体障害者、中

学校修了前の児童がいるなど特別な需要のある者

にはさらに各種加算が合算されるという構成にな

ってございます。 

 なお、旧基準と新基準でどの程度の差があるの

かにつきましては、資料１５ページに、３、生活

扶助基準額の見直しの試算をお示しいたしました

ので、ごらんいただきたいと思います。この表に

つきましては、生活扶助額だけについて、あくま

でも目安として試算したものでございます。実際

の支給額については、加算額がある世帯、収入が

ある世帯など各世帯で全く違う数値になりますの

で、まずは、御理解をお願いいたします。表の見

方につきましては、まず、世帯構成が夫婦と子供

 次に、（２）新旧の生活保護基準額表について

でございます。資料、１３ページをご参照くださ

い。まず、個人単位に消費する生活費について定

められた第１類費でございます。表をごらんいた

だきますと、１２歳～１９歳の区分と２０歳～

４０歳の区分欄のみが表の右側の新基準額が減額

となってございます。その他の区分は全て増額と

なってございます。 
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１人の３人世帯の例を一番上の欄にお示ししてご

ざいます。先ほどの計算例でお示した世帯構成の

例でございます。この３人世帯の区分欄の一番上

の段の現行欄の生活扶助額の計の欄をごらんいた

だくと、１３万１，３５０円でございます。現行

欄の下のＨ２５年８月欄の生活扶助額の計の欄を

ごらんいただきますと、１２万８，１２０円でご

ざいます。現行との差額欄は、３，２３０円の減

額となってございます。このように、基準が見直

されることに伴い、平成２５年８月時点において

は、３，２３０円の減額になることを示してござ

います。また、区分欄のＨ２７欄の生活扶助額の

計の欄をごらんいただくと、１２万１，６５６円

で あ り 、 現 行 と 平 成 ２ ７ 年 度 の 差 額 は 、

９，６９４円の減額になることを示してございま

す。 

 次に、表の一番下の家族構成欄をごらんいただ

きますと、６５歳の単身高齢世帯の例でございま

す。現行との差額が平成２５年８月、平成２７年

度のいずれの時点におきましても増額となる見込

みでございます。 

 なお、先ほど、補正予算のところで説明を申し

上げましたとおり、今回、生活保護システムの改

修に要する予算を計上しているところでございま

す。今後、システムの改修を実施することにして

おりまして、現段階で全保護世帯の影響額等を把

握するのは大変難しいところでございますが、直

近の６月定時支給分におきまして、基準の見直し

に伴い保護廃止となるのではないかと想定される

世帯の抽出を行い、世帯構成や収入状況など、

６月支給時点と全く異動がないものと仮定し、新

基準に基づきまして、保護費の概算の試算を行い

ましたところ、平成２５年８月時点での保護廃止

となる世帯は見込んでいないところでございます。 

 次に、４、生活保護基準をもとに減免制度等を

設けている本市の各部局の施策について説明申し

上げます。資料は１６ページからでございます。

国は、生活扶助基準の適正化の観点から、本年

８月１日より新たな生活扶助基準額に見直すこと

にしてございます。これに伴いまして、他制度に

影響が生じる可能性が指摘されていることから、

政府では、できる限り影響が及ばないようにする

ため、生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じ

る影響についての対応方針をこれまでに全閣僚で

確認してございます。 

 また、この対応方針に基づきまして、厚生労働

省は５月１６日付で、生活保護基準の見直しに伴

い他制度に生じる影響についての事務次官通知を

都道府県知事・指定都市市長・中核市長宛てに発

出し、各地方自治体においてもこの政府の対応方

針の趣旨を理解した上で、各地方自治体において

適切に判断・対応するよう通知してございます。 

 これらを踏まえ、本市におきましても生活保護

基準額の見直しに伴い影響を受ける施策が想定さ

れるところでございまして、今回、全庁的に生活

保護基準を基に減免制度等を設けているどのよう

な施策があるか、当課で調査をいたしましたので、

これを今回お示ししたものでございます。 

 生活保護基準をもとに減免制度等を設けている

施策の数は、当該施策がその影響について、国で

判断すべき事業が１７件、当該事業がその影響に

ついて、本市で判断する単独事業が２８件、国及

び市単独事業併用事業が３件の合計４８件でござ

います。これにつきましては、表の右側の欄に○

印で表示してございます。表をごらんいただきま

すとおわかりのとおり、当課の事業はないところ

でございまして、個々の具体的な事業内容などに

つきましては、全ての内容を当課で把握している

ものではありませんので、この点につきましては、

御理解をお願いしたいと思います。 

 なお、生活保護基準額の見直しに伴い、保護廃

止となった場合の４８事業の取り扱いにつきまし

ては、市といたしましては、基本、政府の対応方

針及び厚生労働省事務次官通知に基づき、影響の

ないよう対応する方向で調整中でございます。こ

の事業の中で、国・県等が判断すべき事業につい

ては、今後の国・県等の判断、対応等を踏まえ対

応する予定にしてございます。市が判断する単独

事業につきましては、生活保護基準額の見直しに

伴い保護廃止となった場合、平成２５年度につい

ては、現行の生活保護受給者である者に適用され

ている減額、免除等について、同一の取り扱いと

する方向で調整中でございます。なお、各部局に

おきまして、必要に応じ所要の対応を実施する予

定にしてございます。なお、平成２６年度以降に

つきましては、具体的に示された段階で協議する

ことに考えております。いずれにいたしましても、

先般５月３０日に県の説明会がなされたところで
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ありますが、影響に対する対応について、いまだ、

国・県の情報が少ないことから、国・県等の動向

を見きわめなければならないことが問題点である

と考えてございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）この問題で大きな矛盾とい

うのは、生活保護基準というその基準をいじると

いうことと、それ以外で影響を受けているものを

区別するということが、政府はほかは影響受けな

いようにするということ自身が矛盾なんですよね。

生活保護の基準というのは、最低限の生活の基準

を決めたものなのに、それ以外のものについては、

影響を受けないようにするということ自身が、二

重基準をつくろうという考えになってくるわけで

すよね。だから、その辺の根本的な矛盾ですよ、

これは。そして、生活保護の基準を引き下げると

いう根拠になるのが物価指数ということになるわ

けですけれども、実態として決して生活費に係る

実経費が前よりも楽になっているという実態はな

いわけですよね。その辺につきましても、二重基

準であるということについては、どういうふうに

思うんですかね。 

○福祉課長（坂元安夫）基準の見直しになった

わけですので、二重になっているとは考えてござ

いません。新しい基準があくまでも制定されたと、

それを国が告示によって示したというふうに考え

てございます。 

○委員（井上勝博）私が言っている二重基準と

いうのは、生活保護の基準をもとにして、さまざ

まな減免とか制度というのをつくられてきたと。

本来ならば、生活保護の基準額を引き下げるとい

うのが、本当に妥当なものであるという、誰が見

ても妥当なものであるということならば、別にい

じる必要はないわけですよ。ほかを－減免の基

準をいじる必要ないわけじゃないですか。それを

いじるというのは、これは二重基準ということに

なるんじゃないかと思うんですよね。 

○福祉課長（坂元安夫）この中でも激変緩和措

置ということが言われておりますので、激減を緩

和するために、そういう措置を、今、言われるよ

うな部分があるというのも想定内だと思いますの

で、激変緩和措置を設けて対応するというのが、

国の考えだというふうに理解してございます。 

○委員（井上勝博）今の説明で言うと、そした

ら、行く行くはほかの減免の基準も、この生活保

護の引き下げの基準に合わせるんだという説明に

なるんですか。そういうことですか。 

○福祉課長（坂元安夫）今回の場合は３年間か

けて激変緩和措置を設けてということになってご

ざいます。それで、基準そのものは、現行基準と

いうのは、これは実は今の基準は平成２４年度の

基準でございます。それで、次の基準が示された

のは、平成２７年度の基準を示されておりますの

で、少なくとも平成２７年度においては、新しい

基準で支給するということになるだろうと思って

います。ただし、今、示されているのは、あくま

でも３年間激変緩和措置で３分の１ずつというこ

とでうたわれておりますけれども、基準額の計算

としては、平成２５年度の計算式しか示されてな

いというのが、今の現状でございます。 

○委員（井上勝博）ちょっと私、よくわからな

かった。もっと下げるということですか、これか

ら。そういうことですか。 

○福祉課長（坂元安夫）この表をごらんいただ

きますと、欄を３つ設けてございます。１５ペー

ジのほうですね。見直しの試算をお示ししたもの

でございますが、まず、一番上の３人世帯におい

て、一番上が現行、その次の下の欄が平成２５年

８月、一番下が平成２７ということで、この平成

２５年８月の一番右の欄をごらんいただくと、こ

れが平成２５年８月時点においては、まず３人世

帯であれば３，２３０円の減額になります。これ

をそのまま平成２７年に置きかえますと、

９，６９０円の減額になりますということを示し

ておりますので、先ほど言いましたように、平成

２７年基準に基づいて２７を試算すると、こうい

うふうになるということでございます。 

○委員（井上勝博）段階的に基準を下げている

から緩和であるという、その説明はわかるんです

けれども、それによって、ほかの減免にも影響が

出てくると。しかし、政府はそれ以外のものの減

免については、影響を受けないようにというふう

に言っているということがおかしいんじゃないか

と言っているんですよ。 
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 だって、生活保護基準をもとにしてつくってき

ている、それはなぜかといったら、それが妥当な

基準であるからという考え方ですよね。しかし、

生活保護を受けている人たちについては、基準額

を引き下げるけども、それ以外の減免とか受けて

いる者については、その影響を受けないようにす

るんだということ自身は、矛盾じゃないかなと。

考え方に矛盾が出てきていると。二重スタンダー

トになるというのは、そういうことじゃないでし

ょうかということですね。 

○福祉課長（坂元安夫）答えになってないのか

もしれませんけれども、とにかく基準が変わった

ことに対して、その分について確かにその影響が

ない救済措置ということで、今まで減免措置等を

受けてた方については、同じ扱いをしましょうと

いうことだけですので。 

 ただ、確かに平成２７年度の基準を適用したと

きに、大きく下がる－上がる方も実はいるんで

すけども－下がった場合に、それ以降について

は、全く示されておりませんので、平成２７年度

基準がそのままそれ以降については適用されると

いうふうに、今は我々としては思っております。

それをもって激変緩和措置は、普通に考えれば終

了するだろうなと思っておりますので、平成

２７年度になった時点で基準は一つだということ

でございますので、あくまでも激変緩和措置で実

施されるというふうに考えてございます。 

○市民福祉部長（春田修一）今回の部分の根本

的な部分からなんですけど、根本的な部分として

は、平成２０年度以降の基準をずっと政策判断で

据え置いてきたと。その中で今回、先ほど課長が

お話ししましたように年齢とか、世帯人員とか、

地域差による生活保護費の基準等、一般の低所得

者の世帯との消費実態等の検証を踏まえた結果、

今回の調整を行うことになったというのが前提で

す。その中で、ここの部分が４年間、平成２０年

度からずっと政策判断で据え置いてきた関係で、

減少幅が－引き下げ幅が大きな人も、１０％を

超えるのが出ないような形で調整するために３年

間で調整したと。国が事務次官で通知を出してき

たのは、今回の見直しによって生活保護世帯を外

れる人、そういう人については配慮してくれよと

いうような考え方です。ですから、国のほうとし

ても、今回、生活保護の外れた方については、国

のそれなりの対応をとってくるので、市町村とし

てもそのような、地方自治体としても同じような

配慮をしてくれないかというようなことがあって、

本市の場合は、幾つもの課にまたがったので、そ

この取り扱いについて影響を受けないような、生

活保護を外れた方については、市の単独事業につ

いては、国の方針に基づいて影響のないような形

にしましょうというような形で、今、調整をしつ

つあるというふうなことです。 

 ただ、国・県の部分については、まだ国が示し

ている部分が、私どもの情報として仕入れている

のは一つだけです。ちょっと情報収集の手薄な部

分があるかもしれませんが、通知として流れてき

たのは一つだけなので、今後、出てくる部分等を

検討しながら、本市の部分も調整のあり方を検討

していきたい。いずれにしても、平成２５年度の

８月で保護が外れる方については、同じような生

活保護で、受けていた部分と同じような使用料と

か負担金とか、そういう部分は同じ取り扱いにし

ていったらどうかということで、今、調整中だと

いうことでございます。 

○委員（井上勝博）生活保護基準というのは、

生活保護を受けている人だけの基準ではなくて、

それ以外にも、それを基準にして、いろんなさま

ざまな減免とかいうのがたくさんあるということ

がここで示されたわけですよね。 

 そうすると、生活保護基準を下げて、しかし、

影響を受けないように、ほかは減免については影

響を受けないようにするということになると、そ

の基準というのが、いつまでもその基準にすると

いうことなんですよね、結局。そうじゃないんで

すか。これも激変緩和措置であって、やはりいず

れにしても下げてくるということですか。減免制

度の基準を下げてくるんですか。それを確かめた

いですけど。 

○市民福祉部長（春田修一）そこの分について

は、法律に基づいてやっているわけでございまし

て、国のほうからは平成２６年度以降の税制改正

において、住民税との非課税限度額等の、そうい

う部分については、基準額の部分については、税

制改正によって対応するという話になっておりま

す。ですから、私どもとしては、そちらの部分に

従っていくしかないだろうというふうには考えて

おります。 
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 ただ、先ほど何度も言うように、今回、見直し

によって生活保護を外れる方については、平成

２５年度においては今までと同様、生活保護を受

けていた同様の取り扱いとして対応していきたい

と、負担金とか使用料とか、そういう部分につい

ては、同じような取り扱いをしていきたいという

ふうに今調整中だということでございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。

次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

以上で、福祉課の審査を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

  △子育て支援課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、子育て支援課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号平成２５年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで審査を一時中止し

ておりました議案第９３号を議題といたします。

一般会計補正予算について、当局の補足説明を求

めます。 

○子育て支援課長（吉川真一）子育て支援課で

ございます。４月に異動がございましたので、新

しい職員の紹介をさせていただきたいと思います。

育成支援グループ長の内村でございます。 

○育成支援グループ長（内村初男）育成支援

グループ長の内村です。よろしくお願いします。 

○子育て支援課長（吉川真一）どうぞよろしく

お願いいたします。 

それでは、議案第９３号一般会計補正予算歳出

中、子育て支援課分について御説明申し上げます。

第１回補正の予算に関する説明書１７ページをお

開きください。３款民生費、３項児童福祉費の

１目、児童福祉総務費は１９２万５，０００円の

増額補正でございます。今年度、保育士等の人材

確保対策といたしまして、当初予算に保育士等の

処遇改善に要する経費、金額５，４５０万

７，０００円計上いたしておりましたが、事業実

施に伴う事務費補助の詳細が示されましたことか

ら、今回補正しようとするものでございます。内

容は、事項、児童福祉管理運営費に臨時職員雇上

げ等、事業実施に要する経費を増額するもので、

財源は、内訳欄に記載しております金額でござい

ます。全額、県補助金で、１９２万５，０００円

の額を財源といたしております。 

 歳入でございますが、予算書に、戻っていただ

きまして、１０ページのほうをごらんください。

１６款２項県補助金、２目の民生費補助金の２行

目になります。３節児童福祉費負担金、説明欄の

安心こども基金総合対策事業費補助金（保育士等

処遇改善事業）、３２６万２，０００円でござい

ます。歳出で説明いたしました児童福祉管理運営

費と、市民課から説明があったかと思いますけど、

市民政策調整費の人件費のほうに充当するもので

ございます。 

 以上で、一般会計補正予算中、子育て支援課分

についての説明を終わります。よろしく御審議賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

以上で、議案第９３号平成２５年度薩摩川内市一

般会計補正予算のうち、本委員会付託分について

質疑は全て終了いたしましたので、これより討

論・採決を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。

討論はありませんので、これより採決を行います。

本案を原案のとおり可決すべきものと認めること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行
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います。当局から説明はありますか。 

○子育て支援課長（吉川真一）説明報告は特に

ございません。 

○委員長（江口是彦）委員の皆さんから質疑ご

ざいませんか。 

○委員（今塩屋裕一）ちょっとお聞きしたいん

ですけど。今の現時点で待機児童、特に何歳児と

いうのがどれぐらいだとか、わかれば、今ちょっ

と教えてもらいたいと思います。 

○子育て支援課長（吉川真一）本年４月１日現

在の状況でございます。厚生労働省基準で、待機

児童が４２名、内訳はゼロ歳児が５名、１歳児が

３７名でございます。 

○委員（今塩屋裕一）ゼロ歳児、１歳児と、

１歳児は結構多いんですけど、今後の考え方、待

機－よく私も言われるのが、どこか入るとこな

いですかねという声を聞くんですけど。民間のと

ころも御紹介するには、やっぱり金額もちょっと

合わないということも言われるし、家庭内のこと

もあることで、そして、共働きも多いということ

で、ここでいろいろ子育て支援課としても、何か

考え方とか、こういう施策があるとか－特に今、

少子化の問題、全国的にもいろんなことで問題に

もなっていることもありますし、例えば人気のあ

るこういったところに拡大するような考えとか、

それとか、学校跡地を使ってお願いするとか、そ

ういった考えはないのか、お聞かせください。 

○子育て支援課長（吉川真一）待機児童対策に

関する考え方ということでございます。私どもも

本会議で部長も答弁の中で言っておりましたけど、

平成２０年、１，７３０の定員でございました。

これにつきまして、平成２１年度以降、４６０名

の増員をしたところ、現在、２，１９５名と、

４６５名の増になっております。方法といたしま

しては、施設の増改築に加えて、施設だけにス

ペースの余裕がある園につきましては、増員のお

願いをいたしまして、スタッフの体制を整えてい

ただくことで、増員、それを合わせまして、この

数字になってきたわけでございます。現状、そう

いった定員増、空きスペースを活用した定員増と

いうのは、もう限界かなという状況かと考えてお

りまして、増設、それから増築といった方法によ

る定員増を考えていかないといけないということ

で、園側にもいろいろ意向をお尋ねしながら、検

討の調整等をやっておりますが、今、現状で見込

めますのが、今年度、増設を考えていらっしゃる

園が１園ございまして、２０人の定員増が見込ま

れております。 

 それから、今年度ということではございません

が、幼稚園のほうで認定こども園を建設したいと

いうお話がございまして、こちらのほうは４０人

の定員ということです。ただ、平成２７年度をめ

どに事業を進めていきたいという、そういった現

在の状況でございます。 

○委員（新原春二）一般質問でもしたんですが、

３から４歳、５歳児の主食の持参の問題ですね。

私も５つの園の園長さんといろいろ話をさせてい

ただきました。本音を言えば、園も子どもたちに

給食として管理をしてあげたいというのが本音で

す。ただ、問題なのは、いろいろなハード面がか

なりありました。というのは、食器がまずないと

いうこと、それから釜がないということ、それか

ら釜の置き場がないということ、それから、洗う

おけなんかの設置箇所がないということ等がハー

ド面でありました。 

 もう一つは、それに伴って、保母さんの仕事量

が増えるというのがありました。これは要因的な

問題ですね。これがあって、保育園の園長さんと

しては、どうも踏み切れないと。なかなか言い出

せないというのが全くの本音でした。 

 それと、もう一つ言われたのは、子どもはそれ

でいいんですが、親の教育が一つはネックになり

そうだと。何もかもしてやるというのは、そうな

んですが、今でもそうなんですが、一部には本会

議でも言ったように、コンビニの握り飯を持って

くると。見てみれば、前日買うやったんでしょう

けど、賞味期限が切れていると。そういうことや

ら、実はあるんだと。だから、市で言われたんだ

けど、そういったハード面、ソフト面の金が要る

のはわかっているので、なかなか言い出せないと

いうのは、全くの本音だったと思うんですね。 

 したがって、そういうことがあるとすれば、そ

このクリアをすることによって、そうした温かい

御飯を食べられる一面はあります。 

 もう一つの一面は、米がどれだけ要るのか、

１人大体０．５合だそうです。そうした場合に、

地産地消をいってる薩摩川内市の中で、地元の米

を、園の近くの米を購入して、それに充てるとい
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うことになれば、地産地消の実践にもなりますし、

そうした一面でもかなり効果があるのかなという

ふうに思いましたし、本会議の答弁では、調査を

して、それなりに対処をしたいということでした

ので、そこら辺も含めて、園の園長さん、それか

ら保護者会、そうしたところと十分調査をしてい

ただいて、できれば将来的に金をつくっていただ

いて、そうした実践をしていただければありがた

いなということで、ここで提議をしました。 

 そういう点で調査をされるということであった

んですが、その手だてという、調査されるのはい

いんですが、それだけ金がどのぐらい要るのか、

そこら辺も含めて試算をしていただければありが

たいなということで、これについては要望にして

おきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○市民福祉部長（春田修一）今回の一般質問の

中で、お二方から質問を受けさせていただいたと

ころでございます。最後には市長のほうが、今、

新原委員がおっしゃいますように、調査をしてみ

たいというような形で、市長のほうが答弁させて

いただきましたので、今後、してる園が４園ほど

ございます。米を持ってこさせる、あるいは負担

金を取ったりとかというような形で、４園は現在

実施されておりますので、そういう方々がどう思

ってらっしゃるのか。 

 それと、あと残りの園の方が、どういうふうな

考え方を持ってらっしゃるのか、いろんなハード

面、ソフト面、いろんな課題があろうかと思いま

すので、そういう部分を調査しながら、また一方

では、公立幼稚園もなんですが、本土部分で

３，６００円の給食費を徴収しております。私立

幼稚園の中でも、やっぱり給食費という形で徴収

しているところでございます。そういうことを考

えたときに、年齢を見たときの公平性という部分

も一方では考えないといけないだろうと。 

 保護者の方への軽減策としましては、保育料で

例を申しますと、国の徴収基準より本市の場合は

１億６，０００万円程度市費を打ち込んでおりま

す。仮に１，４００人で５００円とした場合に、

年間８４０万円ほどかかるという数字も思ってお

ります。そうしたときに、先ほど言ったように、

同じ年齢層の幼稚園の方とどういうふうなつり合

いをとっていくのと、それと全体的に平成２７年

度から交付税が下がる中で、新規事業をする際に、

ただ単に新規事業だけでいいのか、あるいは既存

の事業との調整をしながら、新規の事業を組んで

いくのかという問題等もあろうかと思っていると

ころです。ですから、これについては、意向のお

話もですけど、いろんなそういう複雑な部分が絡

んできていると思いますので、そのあたりをもう

ちょっときちんと整理しながら、取り組んでいけ

ればなと思っております。 

 古 い デ ー タ で 申 し わ け な い ん で す が 、

２００３年度の全国保育協議会の調査の中では、

九州では７３％が持参というような形になってお

ります。それはやっぱり農業県とか、そういう部

分があって、お米をつくっていらっしゃる家庭と

いうのも多いので、あえて自分の家で米とかそう

いうものはあるんだけど、負担金まで取って持参

をさせるのかとか、いろんな問題等も絡んできそ

うな気がしますので、もうちょっとこれについて

は時間をいただいて、方向性を出していければな

というふうに考えているところでございます。 

○委員長（江口是彦）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。

次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。

以上で、子育て支援課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

そしてまた、部長を初め当局の皆さん、お疲れ

さまでした。 

────────────── 

△委員会報告の取りまとめ 

○委員長（江口是彦）以上で日程の全てを終わ

りました。委員会報告書の取りまとめについては、

正副委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～～ 

午後１時５０分休憩 

～～～～～～～～～ 

午後１時５２分開議 

～～～～～～～～～ 
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○委員長（江口是彦）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

   △閉会中の継続調査 

○委員長（江口是彦）閉会中の継続調査につい

て、お諮りします。お手元に配付のとおり、閉会

中の継続調査を議長に申し出ることとし、また、

閉会中に現地視察など委員派遣を行う場合は、そ

の手続を正副委員長に御一任いただきたいと思い

ますが、そのように取り扱うことで御異議ありま

せんか。（資料は巻末に添付） 

○委員（井上勝博）この中に産廃の問題があり

ますけれども、現地調査をしたんですが、しかし、

実際に質疑もする必要があるんじゃないなという

ふうに思いますので、ぜひ閉会中に県の担当課に、

参考人に来ていただけるようにお願いできないか

なと思います。 

○委員長（江口是彦）ただいま参考人招致の要

望がありました。ほかの委員の皆さんから御意見

ありますか。 

○委員（新原春二）特段に問題はないと思いま

すから、必要ないと思います。 

○委員（井上勝博）重視せないかんと思います

よ。 

○委員長（江口是彦）ほかの委員の皆さんは。 

○委員（今塩屋裕一）私も必要ないと思います。 

○委員（井上勝博）住民の人たちがもう納得し

て、もういいよという話じゃないわけでしょう。

我々としても、やっぱりきちっと、それは聞いと

ったほうがいいじゃないですか。あれは現地を案

内してもらっただけだから。本当に安全性という

問題で、今回の遮水シートがね。 

○委員長（江口是彦）協議会に切り替えて、ち

ょっと自由討議形式で行いましょう。 

～～～～～～～～～ 

午後１時５５分休憩 

～～～～～～～～～ 

午後２時 １分開議 

～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）では、本会議に戻します。

今、言うように、何かどうしても市民説明をしな

ければいけないときには、来ていただくとなって

いますので、そのときはまず、資料を皆さんにも

－閉会中であろうが調査できますので－全員

にお配りして、そして、じゃあ、参考人を招致し

たらいいという場合、そこで具体的にお諮りする

ということでどうでしょうか。今度、資料提供が

あったら、皆さんにすぐ提供するということで、

よろしくお願いをいたします。 

ほかに閉会中の継続調査について、ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

配付されているこの内容で議長に申し入れること

にしたいと思います。 

────────────── 

   △閉  会 

○委員長（江口是彦）以上で市民福祉委員会を

閉会いたします。 

本日は本当に御苦労さまでした。 
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受 理 番 号 陳情第 ５ 号 受理年月日 平成２５年 ６ 月１０日 

件 名 年金２．５％の削減中止を求める意見書提出についての陳情 

薩摩川内市祁答院町上手６９６３番地 
陳 情 者 全日本年金者組合薩摩川内年金者の会 

代表 青木 邦雄 

要          旨 

昨年１１月１６日に、衆議院解散に先立ちほとんど審議されないまま、本年１０月から３年間で年金を２．

５％も削減する法律が成立した。 
これは、物価スライド「特例水準の解消」を理由としているが、１９９９年（平成１１年）から２００１年

（平成１３年）の消費者物価指数が下がったときに、高齢者の生活と経済への悪影響を避けるために、２００

０年（平成１２年）から２００２年（平成１４年）の年金額を据え置いていた措置である。「特例水準の解消

」は、毎年０．９％以上も年金を削減されるデフレ下のマクロ経済スライドに連動し、限りない年金削減の流

れが作られようとしている。 
灯油など生活必需品の値上げ、復興税や各種控除の縮小による増税、社会保険料の増額などで高齢者の生活

が厳しさを増している今、１０年以上も遡って年金額を引き下げる理由はありません。来年４月からの消費税

引上げが重なれば、その深刻さは計り知れない。 
また、年金削減は、高齢者だけの問題ではない。厚生労働省の統計によると、薩摩川内市における厚生年金

と国民年金の年間支給総額は３７０億円（平成２４年度）で、年金２．５％削減は９億円を超える。高齢者の

大幅収入減は地域の経済に大きな影響を与え、自治体の税収減にも直結することは言うまでもない。深刻な不

況が続く日本経済への打撃も看過できない。 
本来、物価スライドは、物価高騰に対して年金の目減りを回避するためのものである。年金削減の手段とす

るのは本末転倒と言わなければならない。 
ついては、このような年金額削減の流れを変えたいとする私たちの運動をご理解いただき、不況をより深刻

にする年金２．５％削減の実施を中止するよう、地方自治法第９９条の規定により下記事項について国に意見

書を提出されるよう陳情する。 

 
記 

  
２０１３年１０月からの２．５％の年金削減を中止すること。 

 

───────────────────────────────────────── 
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閉会中の継続調査について 

市民福祉委員会 

（調査事項） 

１ 戸籍及び住民記録等に係る諸証明について 

２ 健康増進について 

３ 地域医療について 

４ 環境保全について 

５ 産業廃棄物管理型最終処分場について 

６ 社会福祉事業について 

７ 障害者支援について 

８ 高齢者支援について 

９ 子育て支援について 

１０ 国民健康保険について 

１１ 介護保険について 
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   薩摩川内市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

 

                      薩摩川内市議会市民福祉委員会 

                      委 員 長  江 口 是 彦 
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